
（別紙２） 

責任開始日指定特則 

○ 制度概要 
 ・ 保険契約者が申込みの際に保障（責任）開始の日を指定できる「責任開始の日を指定する場合の

特則」を創設します。この特則を利用することにより、既契約の満了前に申込手続きを行い、保険

契約を重複させずに、新たな保険契約の保障（責任）をスタートさせることが可能になります。 

 ・ 指定できる保障（責任）開始の日は、「申込日の翌日から申込日の３か月後の月における申込日に

応当する日まで」です。 

 イメージ  

10 月 11 月 12 月 １月 

○ 取扱開始日

２０１５年１０月２日（金） 

※ 一部、責任開始日指定特則の対象とならない保険種類等があります。 

▲責任開始日（６日） 

責任開始日を指定

既契約

▼満了日（５日） 

申込み（25 日） 
告 知（25 日）

▲ 
申込日の翌日（26 日） 

責任開始日として指定可能な期間

▲ 
申込日の３か月後の月 
における申込日に応当 
する日（25 日） 

▲契約日（１日） 

保障（責任）なし

第１回保険料
口座振替
▼

新規契約の保障（責任）開始

▼

かんぽ生命の

承諾 

▼


